
区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

１ 導入

突然の人事は日常、悪辣なものは
同意なく事務職から看護助手職へ
の異動で精神的苦痛の上退職に追
い込んでいる。

年度についての明確
な区分ができないもの

平成３１年に事務職から
看護助手職へ異動した
事例あり。配置換に際し
ては、口頭で説明を行い
同意を得た。

配置換の
裁量

―

新たな施設基準
の取得や人事
配置上必要なた
め

―
職員人事規
程

職種変更を伴う異動
に係る規程の管理等
が適切にされていな
い。

配置換の必
要性もあり，
対象者の意
見も参考にし
ている。

職種の変更を伴う場
合は十分な説明を行
い、書面での同意を得
る。

職種変更を
伴う異動に
係る関係規
程の運用に
関する定め
の策定

職種変更を伴う異動
に際しては、十分な説
明を行うとともに書面
での同意を得る。

職種変更を
伴う異動に
係る関係規
程の運用基
準の策定

２ （1）
平成２９年度に比し一部部署の職
員数が大幅に増加している。

平成３０年度以降

・経営企画室の設置（平
成３０年度から）
・救急担当3名体制（令和
元年度から）

・経緯と目
的の整理
・必要性の
有無

―

組織としての目
標（経営の健全
化、救命救急セ
ンターの強化な
ど）の達成に向
けて必要なため

― 組織規程
規程の管理等が適切
にされていない。

各部署にお
いてそれぞ
れ所管する
規程の把握
や管理等に
対する意識
が低い。

各部署において所管
する規程を把握し、必
要な手続きを経た改
正等を行う。

業務は各種
規程に基づ
き行われる
べきもので
あることを
職員一人ひ
とりに徹底
させる。

組織規程をはじめ各
部署において所管す
る規程を把握し、令和
３年度における必要な
手続きを経た改正等
に向けた体制を構築
する。

規程の管理
及び順守に
向けた職員
研修等の実
施

３ （1）

平成３０年４月職員Ａ採用後、セン
ター長（理事長）等の知己等により
公募せず「規定外の給与額」で職員
採用、理事長、職員Ａに与する職員
により不正が漏れない組織を構築し
ている。

平成３０年度以降
公募によらない職員採用
の事実あり

・経緯と目
的の整理
・必要性の
有無

―

公募での採用も
しているなか、
業務運営上、専
門的知識等を有
している職員の
採用は必要不
可欠

― 就業規則
不当性があるとはい
えない。

採用手続き
について，必
ずしも公募に
よる必要はな
い。

採用基準の規定
採用基準の
規定

採用基準・手続きが透
明化されるよう令和２
年度内に採用基準を
策定する。

採用基準の
規定

４ （1）

これらの採用は実務能力の不足を
助長し、人件費と業務委託経費を増
加させている、平成２９年に比し給
与費が高騰している。
他の病院と比し人員数は過剰、是
正しないのは人件費削減と異なる
目的であることは明白である。

平成３０年度以降
人員増、それに伴う給与
費増の事実あり

・経緯と目
的の整理
・必要性の
有無

―

・業務運営上、
専門的知識等を
有している職員
の採用は必要
不可欠
・規模の増大と
ともに人件費も
増加している

― 就業規則

・専門的知識等を有す
る職員の活用により
収益の確保の事実は
認められ、この採用が
実務能力の不足を助
長しているとの判断は
難しい。
・総務省の決算状況
調査からは、事務職
の職員数が他の医療
機関に比べ過剰であ
るとは言い切れない。

業務の適切
な分担や、組
織図を用い
ての事務分
掌等の組織
内での周知
等が不足し
ている。

単純な人員補充と
いった場当たり的な採
用ではなく、計画的な
採用による適切な人
事配置を行う。

・採用基準
の規定
・採用計画
の策定

計画的な採用による
適切な人事配置を行
うため、採用基準、採
用計画を令和２年度
内に策定する。

採用基準・
採用計画の
策定

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

人
事
／
定
員
管
理

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

　地方独立行政法人法第１２２条第１項に基づく業務運営に係る是正等の命令に対する措置の内容　【事案別一覧】
　＜東金市・九十九里町・地方独立行政法人東金九十九里
　　 地域医療センター＞

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

給
与

５ （2）
職員A、職員Ｂ等の給与が優遇され
ている。

年度についての明確
な区分ができないもの

給与支払額は告発文添
付資料のとおり

明確な基
準やプロセ
スの有無

―

・専門的知識や
経験等をもって
の収益の確保
や費用の節減
に向けた取組の
実践における先
導役としての評
価等によるもの
・出向元の給与
を下回らない合
意がある

・職員給与規
程に定める
給与額を超
えた給与と
なっている
・規程にない
調整給が一
部の事務職
員へ支払わ
ている

職員給与規
程

・規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価
・出向元の勤務条件
に比しても過剰と評価

根拠に欠け
る人事評価
による昇給
昇格

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

６ （2）
経営破たん状態であるのに、令和
元年の職員Aの年収は1,000万円を
超えている。

令和元年
給与支払額は告発文添
付資料のとおり

明確な基
準やプロセ
スの有無

―

専門的知識や
経験等をもって
の収益の確保
や費用の節減
に向けた取組の
実践における先
導役としての評
価等によるもの

給与規程違
反

給与規程

規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価

根拠に欠け
る人事評価
による昇給
昇格

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

７ （2）
職員Ａに与する職員も年収は700万
円を超えている。

令和元年
給与支払額は告発文添
付資料のとおり

明確な基
準やプロセ
スの有無

―

専門的知識や
経験等をもって
収益の確保や
費用の節減に
向けた取組を主
となって進めて
いる職員として
の評価等による
もの

給与規程違
反

給与規程

規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価

根拠に欠け
る人事評価
による昇給
昇格

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

８ （2）

職員Ａや前職員Ｃの給与は理事長
が特別に認めたものとして自ら、ま
た加担する職員の給与を自由に水
増ししている。

令和元年度

・給与支払額は告発文添
付資料のとおり
・理事長が特別に認める
との規定もなく、理事長
は認めていない。

明確な基
準やプロセ
スの有無

―

専門的知識や
経験等をもって
の収益の確保
や費用の節減
に向けた取組の
実践における先
導役、またこれ
らの取組を主と
なって進めてい
る職員としての
評価等によるも
の

給与規程違
反

給与規程

・規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価
・出向元の勤務条件
に比しても過剰と評価

根拠に欠け
る人事評価
による昇給
昇格

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

９ （2） 時間外手当の不正受給がある。 令和元年度

・支給額は申請（帳簿）の
とおりとなっており、退勤
時間との突合に差異はな
い。
・申請内容と実態の整合
性については現状のシス
テムでは確認ができな
い。

申請内容
の真偽

―

時間外勤務の
実施における申
請・承認に係る
確認が不十分

― 給与規程
手当の支給自体は妥
当と考える。

自己申告内
容を前提に
せざるを得な
い勤怠管理
体制であっ
た。

時間外勤務の実施状
況に係る部門別・職種
別・時期別の状況及
び勤務内容の整理・
分析

申請内容等
のチェック
機能の強化

令和２年度内に時間
外勤務の実施状況及
び勤務内容の整理・
分析を行う。

新勤怠管理
システムの
導入等によ
る申請内容
等のチェッ
ク機能の強
化

１０ （2） 交通費の不正受給がある。 令和元年度

・支給額は申請のとおり
となっている。
・申請内容と実態の整合
性については調査中。

申請内容
の真偽

―
申請内容等の
チェック機能が
脆弱

― 給与規程

申請内容について、
妥当（雇用上の必要
な手当）なものである
か再確認中

チェック体制
が不十分

申請内容に係る証拠
書類等の提出の徹底

申請内容等
のチェック
機能の強化

令和２年度内に申請
内容に係る証拠書類
等の提出を徹底する。

証拠書類等
による申請
内容等の
チェック機
能の強化

１１ （2）
コロナ対応に便乗して非常識な手
当支給がある。

令和２年３月分
1回当たり1万円の手当
支給あり。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無

―

未知の危険なウ
イルスに対する
職員の対応を評
価するため

給与規程に
規定なし

給与規程

・手当の支給自体は
妥当と考える。
・新型コロナウイルス
に係る情報が乏しく混
乱期にあったことは配
慮すべきではあるが、
職種、業務内容、対応
時間等にかかわらず
一律であった状況に
ついては妥当性を欠
いている部分も認めら
れる。

業務内容、
対応時間等
といった手当
の支給要件
等の決定の
プロセス等が
不明確

支給要件等の適切な
整理と関係規程（給与
規程）への規定

今後も他の
医療機関の
状況等と比
較する。

・他の医療機関の状
況等との比較により、
支給要件等の適切な
整理と関係規程の整
備を現在進めている。
・令和２年５月からの
支給額について、以下
のとおりとした。
…医師・看護師：3,000
円（夜勤…6,000円）
　それ以外の職員：
2,000円（夜勤…4,000
円）

・関係規程
への規定
・他の医療
機関の状況
等との定期
的な比較
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

１２ （2）
経費削減を装いながら業者との癒
着に与する職員には水増しの報酬
が発生している。

令和元年度

・業者との個人的な金銭
授受等の癒着の事実は
判明しなかった。
・担当職員に調整給が支
払われていることは事
実。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無

―
給与等の決定
の基準やプロセ
ス等が不明確

給与規程に
規定なし

給与規程

・調整給について、支
給要件等の設定に妥
当性を欠いているもの
と認められる。
・給与について、住民
の常識や経営状況等
を受けての情勢など
から過剰と評価
・手当について、支給
自体は妥当と考える
が、一部の手当につ
いては、支給要件等
の設定に妥当性を欠
いているものと認めら
れる。

関係規程の
運用が適切
でない

・関係規程（給与規程
等）の適切な運用
・出向元給与を基準と
した支給とする。
・手当の支給に係る関
係規程（給与規程）へ
の適切な規定

・各種規程
の適切な管
理、変更等
を行った際
の設立団体
への速やか
な報告
・手当別の
申請から
チェックまで
のマニュア
ル等の策定

・給与について、出向
元給与を基準とした妥
当な支給額となるよう
関係規程の整備を行
い、それを適正に履行
する。
・手当の支給に係る関
係規程の整備を現在
進めている。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・手当別の
申請から
チェックまで
のマニュア
ル等の策定

１３ 1
昇格昇給前から事務職給与規程以
上の給与となっており、更に増額さ
れている者がいる。

令和元年度以降
3名の職員について左記
の件について事実確認
済み。

明確な基
準やプロセ
スの有無

―

専門的知識や
経験等をもって
の収益の確保
や費用の節減
に向けた取組の
実践における先
導役、またこれ
らの取組を主と
なって進めてい
る職員としての
評価等によるも
の

給与規程違
反

給与規程

・規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価
・出向元の勤務条件
に比しても過剰と評価

事務部長の
決裁文書に
より，自身を
含めた職員
の給与を決
定できるよう
な運営

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

１４ 1

前職員Ｃ、職員Ａの給与増額は理
事長が特別に定めたものとあるが、
理事長の決裁はない、また定めたも
のの記載はない。
そうであれば、業務上横領の可能
性が高く、返還請求や刑事告発の
検討も必要である。

令和元年度以降

・告発文に添付されてい
る資料が存在することは
事実。
・理事長は，個々の職員
の昇給について把握して
いなかった（昇給に係る
専決区分は事務部長）。
・告発者が主張する罪状
が該当するのか否か、ま
た告発者が求める対応
が適切か不適切か専門
家の見解や指示等を仰
いでいる。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無

―

・専門的知識や
経験等をもって
の収益の確保
や費用の節減
に向けた取組の
実践における先
導役としての評
価等によるもの
・出向元の給与
を下回らない合
意がある

給与規程違
反

給与規程

・規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価
・出向元の勤務条件
に比しても過剰と評価

事務部長の
決裁文書に
より，自身を
含めた職員
の給与を決
定できるよう
な運営

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

１５ 1
経営不振のなかで、給与の増額等
について理事長は理事会、設立団
体、県民への説明責任がある。

告発者の主張のため
年度区分なし

明確な基準やプロセスが
ないなかで、給与の増額
があったことは事実。

・明確な基
準やプロセ
スの有無
・説明責任

―
給与の決定の
基準やプロセス
等が不明確

― ― ― ―

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

１６ 1

規定外の給与支払いを理事長が独
断で認めているならば、理事長も特
別背任罪に該当する可能性があ
る。

告発者の主張のため
年度区分なし

・明確な基準やプロセス
がないなかで、給与の増
額があったことは事実。
・告発者が主張する罪状
が該当するのか否か、ま
た告発者が求める対応
が適切か不適切か専門
家の見解や指示等を仰
いでいる。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無

―

・専門的知識や
経験等をもって
の収益の確保
や費用の節減
に向けた取組の
実践における先
導役としての評
価等によるもの
・出向元の給与
を下回らない合
意がある
・認識していな
かった（特別背
任の故意なし）

― ― ― ―

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

１７ 2

経営不振とのため昇格は見送ると
の通達がありながら、職員Ａ、前職
員Ｃ以外にも大幅な昇格昇給した
職員がいる。

令和２年４月
立案は元年度

・給与支払額は告発文添
付資料のとおり。
・昇格見送りの通達は
行っていない。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無
・一般的事
例との比
較による是
非

―

専門的知識や
経験等をもって
収益の確保や
費用の節減に
向けた取組を主
となって進めて
いる職員として
の評価等による
もの

― ―
―

― ― ― ― ―
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

１８ 2
経営評価は「Ｃ」ということで、昇給
は2号給でなければならず、「以下
①～⑦」は規定外である。

令和２年４月
立案は元年度

人員不足から，本来個別
で行われるべき人事評価
制度がなされていなく、
設立団体・評価委員会の
評価によって、一律昇給
という運用となっていた。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無

―

専門的知識や
経験等をもって
収益の確保や
費用の節減、ま
た病院機能の
強化に向けた取
組を主となって
進めている職員
としての評価等
によるもの

個別評価そ
のものは，給
与規程に反
するものでは
ない。

給与規程

給与規程が想定して
いる公平な手続きを
経ておらず、不当であ
る。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降の給与等について
は、対象者１３名中１１
名が自主返納に同意
しており、残りの２名に
ついても現在自主返
納に係る協議等を進
めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

１９ 2 ①職員Ｄ…76,000円昇給
令和２年４月
立案は元年度

昇給していることは事
実。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無

―

人材が整ってい
ない看護部の立
て直しに尽力
し、成果もあげ
ていることを評
価

任期付き職
員の採用等
に関する規
程に昇給の
規定なし

任期付き職
員の採用等
に関する規
程

規程に定めていない
ものであり，過剰と評
価

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・任期付き職員に関し
ては、昇給に係る明確
な基準等を関係規程
に規定する。（規程上
は昇給しないことが前
提）
・規程に沿った給与の
減額の交渉を行う。

基準等の
ルール化の
うえ関係規
程において
規定

・任期付き職員の昇給
について、明確な基準
等を策定し関係規程
を令和３年度内に整
備する。
・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
おります。また、令和２
年４月分以降の給与
等については、自主返
納に同意しておりま
す。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・任期付き
職員の昇給
について検
討
・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

２０ 2 ②職員Ｅ…30,000円昇給
令和２年４月
立案は元年度

昇給していることは事
実。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無

―

人材が整ってい
ない看護部の立
て直しに尽力
し、成果もあげ
ていることを評
価

任期付き職
員の採用等
に関する規
程に昇給の
規定なし

任期付き職
員の採用等
に関する規
程

規程に定めていない
ものであり，過剰と評
価

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・任期付き職員に関し
ては、昇給に係る明確
な基準等を関係規程
に規定する。（規程上
は昇給しないことが前
提）
・規程に沿った給与の
減額の交渉を行う。

基準等の
ルール化の
うえ関係規
程において
規定

・任期付き職員の昇給
について、明確な基準
等を策定し関係規程
を令和３年度内に整
備する。
・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
おります。また、令和２
年４月分以降の給与
等については、自主返
納に同意しておりま
す。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・任期付き
職員の昇給
について検
討
・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

２１ 2 ③２階級昇格…60,600円昇給
令和２年４月
立案は元年度

昇格昇給していることは
事実。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無
・一般的事
例との比
較による是
非

―
事務部の中心
職員としての評
価等によるもの

給与規程違
反

給与規程

給与規程が想定して
いる公平な手続きを
経ておらず，不当であ
る。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年４
月分以降の給与等に
ついては、現在自主
返納に係る協議等を
進めている。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

２２ 2 ④採用後２か月で22,400円昇給
令和２年４月
立案は元年度

昇給していることは事
実。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無
・一般的事
例との比
較による是
非

―
事務部の中心
職員としての評
価等によるもの

給与規程違
反

給与規程

給与規程が想定して
いる公平な手続きを
経ておらず，不当であ
る。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年２
月分以降の給与等に
ついては、自主返納に
同意している。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

２３ 2
⑤規定では主事補から主事昇格は
５年実務実績が必要だが1年で昇格

令和２年４月
立案は元年度

昇給していることは事
実。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無
・一般的事
例との比
較による是
非

―
事務部の中心
職員としての評
価等によるもの

給与規程違
反

給与規程

給与規程が想定して
いる公平な手続きを
経ておらず，不当であ
る。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年４
月分以降の給与等に
ついては、自主返納に
同意している。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

２４ 2 ⑥課の異動により49,300円昇給
令和２年４月
立案は元年度

昇給していることは事
実。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無
・一般的事
例との比
較による是
非

―

専門的知識や
経験等をもって
収益の確保や
費用の節減に
向けた取組を主
となって進めて
いる職員として
の評価等による
もの

給与規程違
反

給与規程

給与規程が想定して
いる公平な手続きを
経ておらず，不当であ
る。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・規程を超える給与を
受領していた職員に
対する減額
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納
・関係規程の適正な
履行
・人事評価制度の見
直し

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年１
月分以降の給与等に
ついては、自主返納に
同意している。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

２５ 2 ⑦任期付き職員が30,000円の昇給
令和２年４月
立案は元年度

昇給していることは事
実。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無

―

救命救急セン
ターを強化して
いることに対す
る評価

任期付き職
員の採用等
に関する規
程に昇給の
項目なし

任期付き職
員の採用等
に関する規
程に昇給の
規定なし

規程に定めていない
ものであり，過剰と評
価

法人独自の
考え方、判断
によるもの

・任期付き職員に関し
ては、昇給に係る明確
な基準等を関係規程
に規定する。（規程上
は昇給しないことが前
提）
・規程に沿った給与の
減額の交渉を行う。

基準等の
ルール化の
うえ関係規
程において
規定

・任期付き職員の昇給
について、明確な基準
等を策定し関係規程
を令和３年度内に整
備する。
・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年４
月分以降の給与等に
ついては、自主返納に
同意している。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・任期付き
職員の昇給
について検
討
・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

２６ 2

事務職と年長の看護師の比較をし、
事務職の方が高額ということが確認
できる。他の公立病院では考えられ
ない。

令和２年４月
立案は元年度

・告発者のいう対象者間
の給与の高低の状況は
事実。
・他の公立病院との比較
に係る主張の根拠につ
いては確認できないも
の。

一般的事
例との比
較による是
非

―

専門的知識や
経験等をもって
病院機能の強
化に向けた取組
を主となって進
めている職員と
しての評価等に
よるもの

― ― ― ― ― ― ― ―

２７ 3

職員Ｂの給与は、月額27万円を超
える調整額が支給され、また自ら決
裁最終者としている。
県民への裏切りである。前職員Ｃの
給与扱いも同様であり千葉県の見
解を示すべき。

令和２年４月
立案は元年度

月額27万円の調整額の
支給については事実。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無
・一般的事
例との比
較による是
非

―

・事務部の責任
者としての評価
等によるもの
・出向元の給与
を下回らない合
意がある

派遣職員就
業規則違反

・派遣職員
就業規則
・東金市職
員の給与に
関する条例

・規程に反する給与で
あり、また住民の常識
や経営状況等を受け
ての情勢などから過
剰と評価
・出向元の勤務条件
に比しても過剰と評価

事務部長の
決裁文書に
より，自身を
含めた職員
の給与を決
定できるよう
な運営

・関係規程（給与規程
等）の適切な運用
・出向元給与を基準と
した支給とする。
・手当の支給に係る関
係規程（給与規程）へ
の適切な規定

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・給与について、出向
元給与を基準とした妥
当な支給額となるよう
関係規程の整備を行
い、それを適正に履行
する。
・手当の支給に係る関
係規程の整備を現在
進めている。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

２８ 4

令和２年７月に、事務職、看護助
手、ソーシャルワーカーを対象に、
コロナウイルスによる減収対策とし
て、人件費3割削減を目標として、希
望退職者を募り、年間1億円の人件
費削減の目標を満たさなければ対
象職員のみ給与賞与のカットを行う
との説明会があった。

令和２年度

・説明会実施
・説明会には設立団体か
らも出席。
・3回の説明会後の統一
的な内容（希望退職者の
募集数については対象
職員の35％、希望退職
者以外の給与の減額に
ついては、希望退職者の
状況等を踏まえ改めて決
定する。）を周知した。

情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

―

・新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。
・不確定の情報
の周知・伝達・
共有が発生し
た。

― ―

説明会に先行し、不確
定の情報の周知・伝
達・共有が発生するな
ど、プロセスにおいて
一部配慮が足りな
かった部分もあると認
められる。

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

検討段階の
情報の適切
な管理の徹
底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底して
いく。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底

２９ 4

説明会において、我々「経営陣」も６
月から10％の減給をしているとの答
弁、また夜間勤務の不公平感をなく
すための夜勤の承認、また異業種
間の異動を認めた再雇用契約をす
るとの説明もあった。

令和２年度
減給、夜勤の承認の件に
ついて説明を行った。

情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

―

新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。

―

・派遣職員
就業規則
・任期付職
員の採用等
に関する規
程
・給与規程

説明会に先行し、不確
定の情報の周知・伝
達・共有が発生するな
ど、プロセスにおいて
一部配慮が足りな
かった部分もあるが、
妥当

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

検討段階の
情報の適切
な管理の徹
底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底して
いく。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底

３０ 4

しかし、経営陣の減給は未実施であ
り、嘘の説明により立場の弱い職員
への退職や減給、不利な雇用契約
を迫るものでパワハラである。

令和２年度

・減給は実施している。
・職員Ｂについて、関係
手続に時間を要し、６月
及び７月の支給のタイミ
ングには間に合わなかっ
たが、手続き完了後速や
かに減額相当分を返金
済み。

・情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底
・ハラスメ
ントの有無

―

新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。

―

・派遣職員
就業規則
・任期付職
員の採用等
に関する規
程
・給与規程

説明会において、経
営陣の減給につい
て、決定ではあるもの
の一部手続中である
といった、より丁寧な
説明等に努めるべき
といった部分もある
が、妥当

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

検討段階の
情報の適切
な管理の徹
底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底して
いく。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底

３１ 4

また、この横暴を設立団体は承認
済みとされているが、状況把握して
承認したとは思えない。
設立団体の説明を求めたい。

令和２年度

設立団体へ希望退職者
を募る旨の説明、また法
人理事会に諮る旨を報
告した。

情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

―

新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。

―

・派遣職員
就業規則
・任期付職
員の採用等
に関する規
程
・給与規程

法人において経営上
必要と判断し、設立団
体とも内容等の確認
をしたうえでのもので
あり、妥当

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

検討段階の
情報の適切
な管理の徹
底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底して
いく。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

３２ 4

理事長については以前減給したの
で減給は無く、退職や減給を迫る事
態の責任は取るつもりはないようで
ある。

令和２年度

令和２年６月以降に報酬
の更なる減額は実施して
いない（平成３０年４月か
ら継続（期間を3回更新）
して1割の減額を実施し
ている。）。

情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

―

新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。

―
理事長の報
酬の特例に
関する規程

説明会において、理
事長の減給に係るこ
れまでの対応や今回
の取扱い等も含めた、
より丁寧な説明等に
努めるべきといった部
分もあるが、妥当

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

検討段階の
情報の適切
な管理の徹
底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底して
いく。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底

３３ 4
職員Ｂにおいても、月27万円の調整
額を増額しながら、自らの減給も明
言しながらも減給はない。

令和２年度

令和２年８月分から給与
減額処理、６・７月分の減
額相当分について返金
済み。

情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

―

新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。

―
派遣職員就
業規則

説明会において、経
営陣の減給につい
て、決定ではあるもの
の一部手続中である
といった、より丁寧な
説明等に努めるべき
といった部分もある
が、妥当

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

検討段階の
情報の適切
な管理の徹
底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底して
いく。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底

３４ 4

職員Ｄについては、前述のように令
和２年４月に76,000円昇給してお
り、６月に減給しても減額ではなく前
年比で増額しているが、理事会はそ
れを理解しているのか。

令和２年度
昇給していることは事
実。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
※１９の再
掲

―

人材が整ってい
ない看護部の立
て直しに尽力
し、成果もあげ
ていることを評
価
※１９の再掲

任期付き職
員の採用等
に関する規
程に昇給の
項目なし
※１９の再掲

任期付き職
員の採用等
に関する規
程
※１９の再
掲

規程に定めていない
ものであり，過剰と評
価
※１９の再掲

法人独自の
考え方、判断
によるもの
※１９の再掲

・任期付き職員に関し
ては、昇給に係る明確
な基準等を関係規程
に規定する。（規程上
は昇給しないことが前
提）
・規程に沿った給与の
減額の交渉を行う。
※１９の再掲

基準等の
ルール化の
うえ関係規
程において
規定
※１９の再
掲

・任期付き職員の昇給
について、明確な基準
等を策定し関係規程
を令和３年度内に整
備する。
・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年４
月分以降の給与等に
ついては、自主返納に
同意している。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。

・任期付き
職員の昇給
について検
討
・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

３５ 4

職員Ｆは、令和２年６月に減給と
なっているが、翌7月に管理職手当
が50,000円の増額となっており、減
給したとは言えない。
また、職員Ｆには、令和２年7月に、
減給を実施した令和２年６月分とし
て、管理職手当の増額分50,000円
も支給されている。

令和２年度
令和２年６月から職員Ｆ
の管理職手当を変更した
もの。

・明確な基
準やプロセ
スの有無
・情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

―

管理職手当の
適正化と給与の
減額の時期が
重なってしまっ
たため

給与規程に
違反

給与規程

減給と管理職手当の
増額が同時期に決定
となった点について丁
寧な説明に努める必
要があったが、妥当

管理職手当
の適正化を
理事会で決
定しながら、
給与規程の
整理をしな
かったため

・関係規程（給与規程
等）の適切な運用
・手当の支給に係る関
係規程（給与規程）へ
の適切な規定

・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の見直
し

・関係規程の適切な運
用を行う。
・手当の支給に係る関
係規程の整備を現在
進めている。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

３６ 4

理事長に追従し横領組織に協力的
姿勢の職員2名は令和２年６月から
減給しているが、この減給をもって
「経営陣」が減給しているといった扱
いとするのか。

令和２年度

・昇給していることは事実
・令和２年８月分から給
与減額処理、６・７月分の
減額相当分について返
金済み。
※１９及び３３の再掲

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
※１９の再
掲
・情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底
※３３の再
掲

―

・人材が整って
いない看護部の
立て直しに尽力
し、成果もあげ
ていることを評
価
※１９の再掲
・新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。
※３３の再掲

任期付き職
員の採用等
に関する規
程に昇給の
項目なし
※１９の再掲

任期付き職
員の採用等
に関する規
程
※１９の再
掲

・規程に定めていない
ものであり，過剰と評
価
※１９の再掲
・説明会において、経
営陣の減給につい
て、決定ではあるもの
の一部手続中である
といった、より丁寧な
説明等に努めるべき
といった部分もある
が、妥当
※３３の再掲

・法人独自の
考え方、判断
によるもの
※１９の再掲
・法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの
※３３の再掲

・任期付き職員に関し
ては、昇給に係る明確
な基準等を関係規程
に規定する。（規程上
は昇給しないことが前
提）
・規程に沿った給与の
減額の交渉を行う。
※１９の再掲
情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底
※３３の再掲

・基準等の
ルール化の
うえ関係規
程において
規定
※１９の再
易
・検討段階
の情報の適
切な管理の
徹底
※３３の再
掲

・任期付き職員の昇給
について、明確な基準
等を策定し関係規程
を令和３年度内に整
備する。
・令和２年１２月分から
見直し後の給与等と
することで同意を得て
いる。また、令和２年４
月分以降の給与等に
ついては、自主返納に
同意している。
・人事評価制度につい
ては、統一的な仕組
みがないことから、令
和３年度における制度
の構築に向けた体制
整備を進める。
・情報の統一性の確
保及びその正確な周
知・伝達・共有を徹底
していく。

・任期付き
職員の昇給
について検
討
・関係規程
の適正な履
行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保
・検討段階
及び説明時
の情報の適
切な管理の
徹底

３７ 5

横領組織の事務職員と一部の看護
師は、コロナ患者の受け入れ対応と
して接触もしない交通誘導等でも1
回10,000円の手当を支給している、
数分交通誘導をしただけの職員が
患者対応している病棟看護職員と
同額の手当とされており基準が明
確ではないことを利用して、経営不
振をうたっておきながらの手当支給
である。

令和２年３月分

・支給の事実あり。
・交通誘導だけでなく、患
者の荷物の運搬や病室
の整備等も行っていた。

明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無

―

手当の対象とな
る業務や金額の
設定根拠等と
いった基準が不
明確

給与規程違
反

給与規程

・手当の支給自体は
妥当と考える。
・新型コロナウイルス
に係る情報が乏しく混
乱期にあったことは配
慮すべきではあるが、
職種、業務内容、対応
時間等にかかわらず
一律であった状況に
ついては妥当性を欠
いている部分も認めら
れる。

業務内容、
対応時間等
といった手当
の支給要件
等の決定の
プロセス等が
不明確

支給要件等の適切な
整理と関係規程（給与
規程）への規定

今後も他の
医療機関の
状況等と比
較する。

・他の医療機関の状
況等との比較により、
支給要件等の適切な
整理と関係規程の整
備を現在進めている。
・令和２年５月からの
支給額について、以下
のとおりとした。
…医師・看護師：3,000
円（夜勤…6,000円）
　それ以外の職員：
2,000円（夜勤…4,000
円）

関係規程へ
の規定
・他の医療
機関の状況
等との定期
的な比較

３８ 6

時間外手当の不正受給がある架空
請求を確実に行っている職員がお
り、横領罪、背任罪に該当する。
理事長や職員Ｂが不正に与してい
るので設立団体の対応に期待す
る。

・年度についての明確
な区分ができないもの
・告発者の主張のた
め年度区分なし

・支給額は申請（帳簿）の
とおりとなっており、退勤
時間との突合せに差異
はない。
・申請内容と実態の整合
性については現状のシス
テムでは確認ができな
い。
・告発者の主張する罪状
に当てはまるのかどう
か、専門家の見解や指
示等を仰いでいる。

申請内容
の真偽

―

時間外勤務の
実施における申
請・承認に係る
確認が不十分

― 給与規程
手当の支給自体は妥
当と考える。

自己申告内
容を前提に
せざるを得な
い勤怠管理
体制であっ
た。

時間外勤務の実施状
況に係る部門別・職種
別・時期別の状況及
び勤務内容の整理・
分析

申請内容等
のチェック
機能の強化

令和２年度内に時間
外勤務の実施状況及
び勤務内容の整理・
分析を行う。

新勤怠管理
システムの
導入等によ
る申請内容
等のチェッ
ク機能の強
化
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

３９ 6

併せて、コロナ手当、理事長が招い
た職員の規定外基本給、調整給な
どによる基本給に基づき算出された
時間外手当、調整給がどのように
なっているのか県民の方にも確認
いただきたい。

令和元年度以降
コロナ手当、調整給など
規程外の支給をしてい
た。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・プロセス
の有無

―

・給与の決定の
基準やプロセス
等が不明確
・各種手当の支
給に係る基準等
が不明確であ
り、かつ運用が
あいまい

各種規程違
反あり

・派遣職員
就業規則
・任期付職
員の採用等
に関する規
程
・給与規程

・給与について、住民
の常識や経営状況等
を受けての情勢など
から、また出向元の勤
務条件に比しても過
剰と評価。
・手当について、支給
自体は妥当と考える
が、一部の手当につ
いては、支給要件等
の設定に妥当性を欠
いているものと認めら
れる。

関係規程の
運用が適切
でない

・関係規程（給与規程
等）の適切な運用
・出向元給与を基準と
した支給とする。
・手当の支給に係る関
係規程（給与規程）へ
の適切な規定

・各種規程
の適切な管
理、変更等
を行った際
の設立団体
への速やか
な報告
・手当別の
申請から
チェックまで
のマニュア
ル等の策定

・規程によらない、また
妥当性に欠ける給与
等について、令和２年
１２月分から見直し
た。
・給与について、令和
２年１２月分より出向
元給与を基準とした妥
当な支給額となるよう
関係規程の整備を行
い、それを適正に履行
する。
・手当の支給に係る関
係規程の整備を現在
進めている。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・人事評価
制度の構築
及び職員間
のコミュニ
ケーション
機会の確保

４０ 7

令和２年１０月採用予定の事務職員
に対し、令和２年９月分の給与を支
給しているが、令和２年９月の勤務
実績は一切無く、業務上横領罪、背
任罪に該当する。

令和２年度

令和２年８月からの採用
となっていたが、８月及び
９月については待機を指
示されたとのことで、勤務
実態がなかった。

・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

―

・実態に応じた
給与の支給
・専門的知識や
経験等を有する
職員の採用を
行ったもの

専門家の意
見等に基づ
き、懲戒審査
委員会にお
いて審査中

労働基準法
（労働条件
通知書等）

勤務実態のない職員
に対する給与の支払
いについては、妥当と
はいえない。

対象者との
雇用契約の
条件等も含
め、規程によ
らない判断に
よるもの

・待機を指示した職員
に係る厳正な対処。
・勤務実態のなかった
期間の給与の自主返
納を求める

採用に際し
ての条件等
についての
法人と対象
職員との間
での契約内
容の整理、
またそれに
基づく適切
な支給事務
の徹底

・規律違反に関与した
職員の処分は懲戒審
査委員会での審査を
開始しており、その審
査結果等を踏まえて
実施する。
・勤務実態のなかった
期間の給与等の自主
返納については、現在
自主返納に係る協議
等を進めている。

採用に際し
ての条件等
の適切な設
定及び適切
な支給事務
の徹底

４１ 7
希望退職を募っているにもかかわら
ず事務職の採用がある。

令和２年度

・事務職の採用情報の
ホームページ上での掲載
が継続していたもの。
・専門的知識や経験等を
有する職員の採用を行っ
たもの。

・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

―

・事務職の採用
情報のホーム
ページ上での掲
載が継続してい
たもの
・専門的知識や
経験等を有する
職員の採用を
行ったもの

― 就業規則

専門的知識や経験等
を有する職員の採用
を行ったものであり、
不当とは言えない。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

院内職員への十分な
説明

・採用基準
の規定
・採用計画
の策定

情報の正確な周知・伝
達・共有を徹底するた
め、院内職員への十
分な説明を行う。

採用基準・
採用計画の
策定

４２ 7

希望退職にて看護助手職員が多数
退職したなか、派遣の看護助手が
令和２年８月より次々採用されてい
るが、派遣募集の助手はセンターの
パート看護助手より時給が高く、か
つ派遣会社への経費が別に計上さ
れることから、人件費の削減になっ
ているか疑問である。
設立団体の調査に期待。

令和２年度

・看護助手が14人退職し
た。
・派遣職員の看護助手
は、夜間看護体制加算
の取得を図るために行っ
たもの。

・経緯・事
情の適正
性
・費用対効
果の有無

―

・費用対効果を
鑑み進めている
もの
・夜間看護体制
加算の取得を図
るためのもの

― ―

夜間看護体制加算の
取得を図るため、必要
なものであると整理す
るもの。

法人独自の
考え方、判断
によるもの

院内職員への十分な
説明

院内職員へ
の十分な説
明

情報の正確な周知・伝
達・共有を徹底するた
め、院内職員への十
分な説明を行う。

・検討段階
及び説明時
の情報の適
切な管理の
徹底
・院内職員
への十分な
説明
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

４３ 8

外部から招いた事務職員の履歴書
と年金加入報告書をみると、経歴詐
称といった齟齬があり、そのとおり
であれば採用の基本給が不正に定
められている。

令和２年度

履歴書が当該職員から
提出された後に、採用担
当職員が履歴書を改ざ
んした。

・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

―

採用担当職員
の不適切な事務
によるもの

当該職員の
規律違反な
し 就業規則

採用担当職員による
履歴書の改ざんは不
当（当該職員は，履歴
書の改ざんに関与し
ていない。）。

採用担当職
員による不
適切な事務
処理

履歴書改ざんに関与
した職員に係る厳正
な対処

職員研修

・規律違反に関与した
職員の処分は懲戒審
査委員会での審査を
開始しており、その審
査結果等を踏まえて
実施する。
・刑法上の必要な措置
についても懲戒審査
委員会の見解・所管
官庁との相談等を踏
まえ、確実に対処す
る。

コンプライ
アンス意識
向上に資す
る研修等を
開催

４４ 8

経営不振のため人件費削減をうた
いながら、以前の3倍の人員数でも
力量不足であると人員の不足を訴
え採用する矛盾なことをしている。

平成３０年度以降

適切な組織体系・体制に
よる事務執行等を図るこ
とを目的として採用したも
の。

経緯・事情
の適正性

―

業務運営上、専
門的知識等を有
している職員の
採用は必要

― 就業規則

・専門的知識を有する
職員の活用により収
益の確保の事実は認
められ、この採用が実
務能力の不足を助長
しているとの判断は難
しい。
・総務省の決算状況
調査からは、事務職
の職員数が他の医療
機関に比べ過剰であ
るとは言い切れない。

業務の適切
な分担や、組
織図を用い
ての事務分
掌等の組織
内での周知
等が不足し
ている。

単純な人員補充と
いった場当たり的な採
用ではなく、計画的な
採用による適切な人
事配置を行う

・採用基準
の規定
・採用計画
の策定

計画的な採用による
適切な人事配置を行
うため、採用基準、採
用計画を令和２年度
内に策定する。

採用基準・
採用計画の
策定

４５ 8

これは経歴詐称しても、20万円の高
額調整給を付してでも、懇意にして
いる人物を高給で雇用する恣意と
みるべきである。

令和２年度

・令和２年８月分、９月分
の給与について、給与係
の不注意によって、それ
ぞれ２０万円の支給が生
じた。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

―
給与支払い事
務の誤り

給与規程に
反する

給与規程
給与事務のミスによる
支給であり、不当。

給与係での
ダブルチェッ
クが機能して
いなかった。

誤った支給分（40万
円）については，返金
を求める。

チェック機
能の強化

誤支給については令
和２年１２月に返金済
み。

・チェック体
制の見直し
・チェック機
能の強化

４６ 8
さらに当該者は時間外手当につい
ても不正請求がなされている。

令和２年度

・支給額は申請（帳簿）の
とおりとなっており、退勤
時間との突合せに差異
はない。
・申請内容と実態の整合
性については現状のシス
テムでは確認ができな
い。

申請内容
の真偽

―

時間外勤務の
実施における申
請・承認に係る
確認が不十分

― 給与規程
手当の支給自体は妥
当と考える。

自己申告内
容を前提に
せざるを得な
い勤怠管理
体制であっ
た。

時間外勤務の実施状
況に係る部門別・職種
別・時期別の状況及
び勤務内容の整理・
分析

申請内容等
のチェック
機能の強化

令和２年度内に時間
外勤務の実施状況及
び勤務内容の整理・
分析を行う。

新勤怠管理
システムの
導入等によ
る申請内容
等のチェッ
ク機能の強
化

４７ 8
人件費削減の意味を理事長他には
説明してほしい。

告発者の主張のため
年度区分なし

収益の確保を図りつつ、
資金繰りの安定化に向
けた固定費の削減を図っ
たもの。

説明責任 ―

新型コロナウイ
ルスの感染拡大
を受け、資金繰
りが非常に厳し
い状況になるこ
とが見込まれ、
緊急事態宣言
発令中の勤務
実態と対応業務
との兼ね合いか
ら、固定費であ
る人件費の節減
に係る取組を進
めることとなっ
た。

― ―

説明会に先行し、不確
定の情報の周知・伝
達・共有が発生するな
ど、プロセスにおいて
一部配慮が足りな
かった部分もあるが、
妥当。

法人におい
て経営上必
要と判断し、
設立団体とも
内容等の確
認をしたうえ
でのもの

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有の徹底

情報の統一
性の確保及
びその正確
な周知・伝
達・共有の
徹底

情報の統一性の確保
及びその正確な周知・
伝達・共有を徹底す
る。

検討段階及
び説明時の
情報の適切
な管理の徹
底
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

４８
（給与関係

の）
まとめ

一部職員が規定を無視した給与体
系により運用されており、実績がな
い給与支給、時間外手当の架空請
求、経歴詐称がまかりとおってい
る。
また､人員増により人件費が増大し
ており、少なくとも平成３０年４月以
降の採用、昇格昇給の運用を確認
してほしい。

・年度についての明確
な区分ができないもの
・告発者の主張のた
め年度区分なし

※個々の事案の記載内
容のとおり

※個々の
事案の記
載内容の
とおり

―
※個々の事案
の記載内容のと
おり

※個々の事
案の記載内
容のとおり

※個々の事
案の記載内
容のとおり

※個々の事案の記載
内容のとおり

※個々の事
案の記載内
容のとおり

※個々の事案の記載
内容のとおり

※個々の事
案の記載内
容のとおり

※個々の事案の記載
内容のとおり

※個々の事
案の記載内
容のとおり

４９
（給与関係

の）
まとめ

不正が確認された職員は詐欺罪、
業務上横領罪、特別背任罪などで
起訴して不正に得た給与の返還を
求め、損失を少しでも回収すべき、
設立団体の対応を期待。

告発者の主張のため
年度区分なし

設立団体からの調査等
の要請を受け、告発者の
主張する罪状に当てはま
るのかどうか、専門家の
見解や指示等を仰いで
いる。

・明確な基
準やその
運用の適
正性の有
無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

―

・給与の決定の
基準やプロセス
等が不明確
・採用実態に応
じた給与の支給
・時間外勤務の
実施における申
請・承認に係る
確認が不十分
・採用担当職員
の不適切な事務
によるもの

専門家の意
見等を聴い
て判断

・派遣職員
就業規則
・任期付職
員の採用等
に関する規
程
・給与規程

・規程に反する給与に
ついては、住民の常
識や経営状況等を受
けての情勢など、また
出向元の勤務条件に
比しても過剰と評価。
・勤務実態がない職員
への給与の支払いは
妥当性は認められな
い。
・手当の支給自体は
妥当と考える。

関係規程の
運用が適切
でない

・関係規程（給与規程
等）の適切な運用
・出向元給与を基準と
した支給とする。
・手当の支給に係る関
係規程（給与規程）へ
の適切な規定
・妥当性に欠ける昇格
昇給をした職員からの
自主返納

・各種規程
の適切な管
理、変更等
を行った際
の設立団体
への速やか
な報告
・手当別の
申請から
チェックまで
のマニュア
ル等の策定
・雇用契約
に基づく適
切な支給事
務の徹底

・規程によらない、また
妥当性に欠ける給与
等について、令和２年
１２月分から見直し、
見直し後の給与等と
することで対象者全員
の同意を得ている。ま
た、令和２年１月分以
降（該当者によっては
２月分・４月分以降）の
給与等については、対
象者１３名中１１名が
自主返納に同意して
おり、残りの２名につ
いても現在自主返納
に係る協議等を進め
ている。
・給与について、令和
２年１２月分より出向
元給与を基準とした妥
当な支給額となるよう
関係規程の整備及び
適正な運用を行う。
・手当の支給に係る関
係規程の整備を現在
進めている。

・関係規程
の整備及び
適正な履行
・採用に際
しての条件
等の適切な
設定及び適
切な支給事
務の徹底

委
託
業
務

５０ （3）

平成２９から平成３０年に強行した
医事・清掃委託業務の内製化によ
る経費削減に失敗し再委託化した
が以前に比し委託費が激増する結
果となった。
増額をごまかすため昨今は医療機
器類の保守契約などを強引に解約
するなどしているが効果は表れてい
ない、理由は以下（項目番号：9）に
示すとおり医事業務を主に業務に
釣り合わない多額の委託費を過剰
に支払っていることが原因である。

年度についての明確
な区分ができないもの

・告発者の指摘する清掃
業務の委託費の増加に
ついて、告発者の主張す
る比較の対象が同内容、
同量のものとはなってい
ないことは確認済み。
・経費の削減を目的に保
守の契約を解除し、臨床
工学技士によるメンテナ
ンスやスポット修理によ
る対応としたもの。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

・契約規程違反のた
め妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

５１ 9

医事業務について、現行の委託先
のＡＡ社と、平成２９年度までの委託
先であるＢＢ社との委託費には相当
の差異がある。

平成３０年度以降

・ＡＡ社については、見積
合わせのうえで、選定さ
れている。
・ＢＢ社への業務委託時
に比べ、患者数、手術件
数等も大幅に増加してお
り、業務量が明らかに異
なる。
…外来患者数：68,313人
（H28）→103,577人（R1）
　入院患者数：60,146人
（H28）→86,585人（R1）
　手術件数：1,468件
（H28）→2,267件（R1）

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

５２ 9

「診療報酬明細書」の作成は現在の
医事業務等業務委託に含まれてい
るはずで、委託会社が遂行した業
務に自信が無く点検が必要であれ
ば委託会社の責任で点検を遂行す
るべきであり、「診療報酬明細書点
検業務」のように別業務となること
は通常あり得ない。

令和元年度以降

診療報酬明細書点検業
務の業務委託を行ってい
るのは事実であり、査定
率を引下げるために行っ
ているもの。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

５３ 9

入院レセプト精査業務は、実施され
ている形跡が無く、入院レセプトに
関してはセンター職員の業務である
が、これを委託会社が精査するとい
う斬新な委託内容である。

令和元年度以降

入院レセプト精査業務の
業務委託を行っているの
は事実であり、査定率を
引下げるために行ってい
るもの。

・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

５４ 9

300床規模の入院レセプトであれば
現在の医事課職員数（課長含め8
名）で十分であり入院レセプトの精
度が悪いのであれば、医事課長を
中心にセンター内で対処するべき問
題であり、業務を重複させる理由と
はならず、入院医事業務全てを委
託した場合でも7～8名程度の人員
数を常駐させ点検まで実施しても委
託業務であれば月額300万円～350
万円程度が相場となる。
この業務が本当に実施されていると
しても精査業務だけで月額500万円
がどれだけ異常な金額であるか理
解でき、真っ当な会社へ業務を委託
すれば月額350万円の委託費で、
問題の精査業務と医事課職員の給
与全てが削減できてしまう。

令和元年度以降

・収益確保に向けて、入
院レセプトの精度を高め
るため委託しているも
の。
・一式の中に薬剤部検品
業務や病院実習対応等
の新たな業務が含まれて
いるもの。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

５５ 9

令和２年４月にはさらに委託費が増
加しているが、内容について、請求
書が医事業務等一式となっている
ため、何の業務が追加されたのか
は不明である。

令和２年度年度以降

追加業務の内容として
は、新型コロナに係る検
温業務、及び耳鼻咽喉科
の外来診療の本格実施
などによるもの。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

５６ 9

令和元年９月・1０月の請求に「診療
報酬保留分過去分請求業務」とあ
るが、それぞれ９月が4,104,000 円、
１０月は10,450,000 円で請求されて
いる。
同業務で600万円違う理由も不明だ
が、1か月間に1,000万円の委託費
となれば相当の業務量となり、実施
した業務内容とこれにより得られた
収入が委託費に見合っているか、こ
れも設立団体による確認が必要な
案件となってくると考えられる。
（理由）
25名ほどの人数を1か月常駐させ作
業させることが可能な委託金額であ
るが、同センター内で電子カルテが
設置され25名が常駐できる場所な
ど無いことから、相場以上の金額と
なっている可能性が高いため。

令和元年度以降

・令和元年９月に、病院
の調査によって、多額の
診療報酬保留分過去分
請求がなされていないこ
とが判明した。請求期限
との関係もあり、急遽臨
時の業務委託として、業
務を依頼することになっ
た。
・返戻分と保留分の合計
で約1億3,000万円分の
請求に係る業務となるも
の。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

期限のある請求
についての緊急
業務委託

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

５７
（9の）
まとめ

平成２９ 年度にはフルオープンの
予定であったため医事業務の規模
としては、現在の業務規模も平成２
９年度と同程度となるはずであり、
現状は固定された委託費だけでも
年1億6千万円（税込）以上の増額と
いうことで、以前に倍する委託費と
なっている。
同規模の業務で委託費が倍となっ
ている状況について、どのような改
善が行われているのか。
経営陣に回答を求めたい。

令和２年度以降

・委託費の増額について
は，事実である。
・病床の開床や診療科の
開設、患者数の増加など
に伴い、委託費も増加し
ている。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

５８ 10

ＳＰＤ業務（病院内倉庫より診療材
料等を各部署に配達し在庫管理や
発注を行う委託業務）は管理と配送
業務併せて平成３０年度まではＣＣ
社が月額190万円で、令和元年度
から管理業務はＤＤ社が月額110万
円、配送業務はＥＥ社が月額400万
円、合わせて510万円で、月額320
万円増額、年間4,224万円の水増し
となっており、2社に搾取されてい
る。

令和元年度以降

・平成３１年４月からＳＰＤ
業務が管理と配送を分け
ていることは事実。
・ＳＰＤ業務については将
来的に独法職員におい
て管理業務を行う検討を
進めており、その一環と
して管理業務と配送業務
を分割発注したもの。
・ＳＰＤ業務委託について
は業務形態の変更等に
伴い委託費が増額となっ
たもの（従前、材料費に
上乗せされていた部分が
委託費に振り替わったも
の。）。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・病院運営上混乱を招
かない範囲での、速
やかな（年内、遅くとも
年度内）現行契約の
解除、委託業者の再
選定

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・ＳＰＤ業務のうち、ＥＥ
社に委託していた配
送業務については、令
和２年１１月末をもって
契約を解除し、令和３
年３月末までの委託
先には業務運営上支
障をきたさないよう実
質的に業務を履行し
ていた業者を選定し
た。これに伴う委託費
の差額（月額で税抜き
105万円安価となった
もの）の整理等につい
ては、専門家の判断を
仰ぐ。
・令和３年度から入札
により業者選定を行
う。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

５９ 10

また、業者変更の理由は診療材料
単価の削減が謳われているが、削
減効果は公開されておらず、患者
数や手術件数と各月の診療材料費
を比較してみると削減どころか増加
している傾向で、診療材料の単価に
ついても確認が必要。

令和元年度以降

患者数や手術件数との
伸びに比べ診療材料費
等の伸びは抑えられてい
る。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・病院運営上混乱を招
かない範囲での、速
やかな（年内、遅くとも
年度内）現行契約の
解除、委託業者の再
選定

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・ＳＰＤ業務のうち、ＥＥ
社に委託していた配
送業務については、令
和２年１１月末をもって
契約を解除し、令和３
年３月末までの委託
先には業務運営上支
障をきたさないよう実
質的に業務を履行し
ていた業者を選定し
た。これに伴う委託費
の差額（月額で税抜き
105万円安価となった
もの）の整理等につい
ては、専門家の判断を
仰ぐ。
・関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する（SPD業務のう
ち、配送業務について
は、令和３年度から入
札により業者選定を行
う。）。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

６０ 11

施設管理・警備・清掃業務委託は平
成２９年度までは一括してＦＦ社に年
額約1億円で委託していたが、令和
元年度からは設備はＧＧ社に年額
約3,500万円、警備はＨＨ社に年額
約5,500万円、清掃はＩ Ｉ社に年額約
7,200万円で合計約1億5千万円で
委託している。

令和元年度以降

・施設管理・警備・清掃業
務が分けられ委託してい
ることは事実…施設管
理：約3,200万円、警備業
務：約3,800万円（離院対
応経費含む）、清掃業
務：約6,300万円…合計：
約1億3,300万円
・業務量が増加している
ことは事実。
・清掃業務の内製化によ
り分割発注となったもの。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務内容の精
査、またそれを踏まえ
たなかでの必要な見
直し（委託業者の再選
定を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

６１ 11

以前はまとめ発注で人員と経費を
集約し効率的に履行されていたが、
分割により年間約5千万円の水増し
となっている。

令和元年度以降

・施設管理・警備・清掃業
務が分けられ委託してい
ることは事実…施設管
理：約3,200万円、警備業
務：約3,800万円（離院対
応経費含む）、清掃業
務：約6,300万円…合計：
約1億3,300万円
・業務量が増加している
ことは事実。
・清掃業務の内製化によ
り分割発注となったもの。

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務内容の精
査、またそれを踏まえ
たなかでの必要な見
直し（委託業者の再選
定を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

６２
（10・11の）

まとめ

希望退職の説明会において、人件
費の削減に絡めた委託費の削減状
況に関する質問に、理事長は、「本
件とは関係ない、対策は十分実施し
ている。」といった冷たい回答をし
た。
委託費の削減の取組をせず、経営
や職員の生活よりも委託業者への
過剰な支払いを優先させているとし
か考えられない。

令和元年度以降
※個々の事案の記載内
容のとおり

情報の統
一性の確
保及びそ
の正確な
周知・伝
達・共有の
徹底

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

６３
（10・11の）

まとめ

単純ではあるが、以前の委託体制
に戻すだけで年間2億5千万円の削
減が容易に見込める事案を取り組
みもせず、状況の説明もしないの
は、病院の経営や職員の生活など
よりも、これらの委託会社への過剰
な支払いを優先させているとしか考
えられない。
委託費の削減状況についての理事
長による再度の説明、また過剰に
支払われている委託費も税金であ
ることから、職員を含む千葉県民に
関係のある内容であり、理事長には
経営者として県民が納得する説明
を求めたい。

令和元年度以降
※個々の事案の記載内
容のとおり

・契約内容
等の差異
の有無
・経緯・事
情の適正
性
・内容につ
いての真
偽

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

６４
（10・11の）

まとめ

設立団体には契約書や仕様内容に
ついて精査し、各業務が適切な契
約となっているか調査の実施を求め
たい。

令和元年度以降
※個々の事案の記載内
容のとおり

設立団体
による適切
な監督の
有無

契約内容
等の差異
あり

契約内容等の
差異によるもの

契約規程違
反
（契約内容等
の差異の明
確化や、調
達事務の執
行に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・関係規程の遵守に対
する職員の意識が低
く、令和３年度から、入
札の実施や随意契約
理由の明確化などと
いった規程に基づく委
託先の選定方法を徹
底する。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

19 / 22 ページ



区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

購
買
契
約

６５ 12

医療機器の購買について、輸液ポ
ンプ60台の調達はリースにより行わ
れているが、1台あたり約72万円
で、当該定価は52万円、相場は半
値以下で販売されている。1台あた
り45万円以上の上乗せがされてお
り常識ではあり得ない。

令和元年度以降

告発文の添付書類にお
いては、「輸液ポンプＴＥ
－ＬＭ７０２Ａ：60台(2,560
円）」となっているが、こ
れ以外にも別の輸液ポン
プＴＥ－２８１A：80台
（3,280円）、精密シリンジ
ポンプＴＥ－ＳＳ８３０Ｎ：
50台（3,470円）、ＴＣＩシリ
ンジポンプＴＥ－ＳＳ８３５
Ｔ：6台（5,940円）、シリン
ジポンプＴＥ－３５１：30台
（2,440円）のリースを受
けている。
※価格は全て1台あたり
の月額リース料となるも
の。

― ― ― ― 契約規程 妥当と判断 ―
費用に係る妥当性の
検証及びその結果の
提示

―

・リース会社からの通
知において輸液ポンプ
の内、一部しか表記さ
れていないためすべ
てのリース物件が表
記されるよう改善を求
めた。
・契約規程に則った適
正な事務手続きを徹
底する。

―

６６ 12

医療機器に絡む購買は理事長の知
己により採用された職員Ｇが主導し
実施されている。ほかにも令和元年
に導入された手術部門システムの
金額は9千万円であるが、他病院の
導入実績は6千万円であるなど、不
審の金額で導入されたものが見受
けられる。経営不振であり導入の必
要性も疑問が残ることから、設立団
体の調査を希望する。

令和元年度以降

・手術部門システム9,000
万円の購入については、
選定委員会で機種選定
を行い、入札も実施した
もの。
・手術部門システムは、
令和元年度に設立団体
において病院事業債を発
行し、購入費として貸し付
けたもの。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
（機器の限
定や機能
の追加な
ど）の有無
・調達方法
等の適正
性

契約内容
等の差異
あり

調達において配
慮すべき特殊事
情等（機器の限
定や機能の追
加など）によるも
の

規律違反は
認められない

契約規程

調達において配慮す
べき特殊事情等（機器
の限定や機能の追加
など）を考慮し、妥当と
判断

関係規程の
適切な運用
となっている

機種選定等に係るプ
ロセス、費用に係る妥
当性の検証及びその
結果の提示

―

医療機器等の調達に
おいて、理事会では重
要な契約の締結を議
事とすると定めている
ことから、契約金額の
設定といった運用基準
を令和３年度内に策
定のうえで実施するよ
うに改める。

―

６７ 13

ＥＥ社については、平成３１年１月末
に設立された会社であり、設立1か
月後にはメディカルセンターとの取
引が開始され、ＳＰＤ配送業務委
託・診療材料・消耗備品・保守工事
と多数の取引が行われており、取引
開始から令和２年７月までの支払い
総額は「147,822,653 円（税込）」と
なっている。

平成３０年度以降

・ＥＥ社が平成３１年１月
末に設立された会社であ
ることは事実。
・各種取引が行われてい
たことは事実。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
の有無
・調達方法
等の適正
性

―
安易な契約、安
易な業者選定に
よるもの

契約規程違
反
（調達におい
て配慮すべ
き特殊事情
等の明確化
や、調達事
務に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・病院運営上混乱を招
かない範囲での、速
やかな（年内、遅くとも
年度内）現行契約の
解除、委託業者の再
選定

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・現在は入札の実施
や随意契約理由の明
確化などといった規程
に基づく委託先の選
定方法を徹底してい
る。
・令和２年１１月末を
もってＥＥ社からの調
達は行っていない。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

６８ 13

内訳が明確な請求分においても
「8,788万円」の7割に該当する
「6,232万円」が過剰に支払われ、さ
らに内訳不明な請求分として総支
払額の4割に当たる「5,993万円」
が、納品書・請求書の内訳が一式と
されており、内容が不明となってい
る。
内訳が明確な請求分で7割もの過
払いが確認されている事実から、内
訳不明な請求分については、金額
の大きいものも含まれていることも
踏まえ、特に厳格な調査が必要とな
る。
このように、空請求もしくは水増し請
求された支払いついて、メディカル
センター内で何も問題視されず、継
続的に実施できてしまっていること
が同センターの状況を如実に物
語っている。

平成３０年度以降

・ＥＥ社からの購買につい
ては、空請求、水増し請
求の事実はないとの確認
結果に至ったが、発注内
容に応じた請求書等と
なっておらず、発注担当
者のメモ書き等により納
品数等を確認したといっ
た事案がある。
・一式とされている請求
書の内訳については、別
紙一式納品明細のとおり
の内訳となっている。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
の有無
・調達方法
等の適正
性

―
安易な契約、安
易な業者選定に
よるもの

契約規程違
反
（調達におい
て配慮すべ
き特殊事情
等の明確化
や、調達事
務に係る適
正なプロセス
や手続等を
経る必要あ
り）

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・現在は入札の実施
や随意契約理由の明
確化などといった規程
に基づく委託先の選
定方法を徹底してい
る。
・令和２年１１月末を
もってＥＥ社からの調
達は行っていない。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

総
括

６９ 総括

常識では考えられないほど委託費
は増額され、物品も相場以上の価
格で次々と導入されているが、メ
ディカルセンター内においても決裁
者以外に支払い内容が示されてい
ない。
残念ながら千葉県や東金市から不
審な支払いについて是正を促され
ることもないため、千葉県や東金市
は事態を黙認しているのか、出向者
から情報が得られていないかのど
ちらかであると考えられる。千葉
県、東金市から事情の説明がされ
ることを期待する。

告発者の主張のため
年度区分なし

各種規程の適切な整備
等がなされているとはい
えず、またそれらの運用
において適正性や妥当
性に欠けるような事案も
ある。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
の有無
・調達方法
等の適正
性
・設立団体
による適切
な監督の
有無

・契約内容
等の差異
あり
・調達にお
いて配慮す
べき特殊事
情等あり

・契約内容等の
差異によるもの
・調達において
配慮すべき特殊
事情等によるも
の
・安易な契約、
安易な業者選定
によるもの

契約規程違
反 契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・現在は入札の実施
や随意契約理由の明
確化などといった規程
に基づく委託先の選
定方法を徹底してい
る。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

７０ 総括

これらの不正は、当然のことながら
千葉県からの助成金である税金に
より行われており、新型コロナウイ
ルスの影響により、経営不振に陥っ
ている企業や生活が困窮している
国民が多発している状況下におい
て、地域の中核病院であるからと投
入された税金を好き勝手に乱用し
私腹を肥やし、複数の業者へ税金
が流れてしまっているのは説明した
通りである。

告発者の主張のため
年度区分なし

各種規程の適切な整備
等がなされているとはい
えず、またそれらの運用
において適正性や妥当
性に欠けるような事案も
ある。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
の有無
・調達方法
等の適正
性

・契約内容
等の差異
あり
・調達にお
いて配慮す
べき特殊事
情等あり

・契約内容等の
差異によるもの
・調達において
配慮すべき特殊
事情等によるも
の
・安易な契約、
安易な業者選定
によるもの

契約規程違
反

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・現在は入札の実施
や随意契約理由の明
確化などといった規程
に基づく委託先の選
定方法を徹底してい
る。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築
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区
分

通し
番号

述べられている事
の言える年度区分

当てはまる事実
（適法・違法、妥当・非妥
当という論点ではない。）

論点
事の変更
において
の差異

理由・必要性 規律違反
関係
規程

妥当性・不当性
と程度

理由・原因
是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正措置・妥当性
確保に関すること

予防措置
に関する

こと

是正命令への対応
文書で述べられている事

（個人情報等に配慮したかたちで告発文
の内容・主張を記したもの）

告発文において述べられている事　・　当てはまる事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在確認など作業進行中 設立団体からの是正命令

考察　・　評価　・　対応　　（整理確認など進行中）

７１ 総括

その事実を隠し、取材などでは経費
削減に取り組んでいるよう取り繕っ
ているが、内情は本告発のような事
態となっており、職員や取引業者で
も横領組織に協力しないものには
厳しく、協力するものは優遇してい
るのは明記したとおりである。
厳しくした部分をもって経費削減の
体裁を整えているだけで、削減され
た経費は不審な用途で支出されて
おり、結果として赤字額が減じてい
かない。

告発者の主張のため
年度区分なし

各種規程の適切な整備
等がなされているとはい
えず、またそれらの運用
において適正性や妥当
性に欠けるような事案も
ある。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
の有無
・調達方法
等の適正
性
・内容につ
いての真
偽

・契約内容
等の差異
あり
・調達にお
いて配慮す
べき特殊事
情等あり

・契約内容等の
差異によるもの
・調達において
配慮すべき特殊
事情等によるも
の
・安易な契約、
安易な業者選定
によるもの

契約規程違
反

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・現在は入札の実施
や随意契約理由の明
確化などといった規程
に基づく委託先の選
定方法を徹底してい
る。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

７２ 総括

業者に余計に支払われた税金が、
どのように流用されているかは不明
だが、少なくともメディカルセンター
の現状については本告発のとおり
であり、
千葉県や東金市は早急に事実確認
を行い不正に与する職員たちを処
罰し、不正な業務委託を打ち切り、
これ以上の税金の流出を防ぐことを
最優先に実施してもらいたい。
また、病院経営の立て直しについて
再度検討し、再発防止に努めるこ
と、特に東金市については理事長
の任命責任もあるため、真摯な対
応を期待する。

告発者の主張のため
年度区分なし

各種規程の適切な整備
等がなされているとはい
えず、またそれらの運用
において適正性や妥当
性に欠けるような事案も
ある。

・調達にお
いて配慮
すべき特
殊事情等
の有無
・調達方法
等の適正
性
・内容につ
いての真
偽
・設立団体
による適切
な監督の
有無

・契約内容
等の差異
あり
・調達にお
いて配慮す
べき特殊事
情等あり

・契約内容等の
差異によるもの
・調達において
配慮すべき特殊
事情等によるも
の
・安易な契約、
安易な業者選定
によるもの

契約規程違
反

契約規程

契約規程違反のため
妥当性に欠ける
※妥当性の担保とし
て、緊急性や特殊性と
いった観点による安易
な随意契約による調
達ではなく、可能な限
り、計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達に努める
必要あり

関係規程の
遵守に対す
る職員の意
識の低さ

・関係規程（契約規
程、業務方法書）の適
切な運用
・計画的な調達事務
の執行による競争を
もっての調達の徹底
・随意契約による調達
に係る必要性や妥当
性のある理由・説明等
の整理
・委託業務に係る見直
し等（現行契約の解
除、委託業者の再選
定等を含む）

・契約内容
等の差異の
明確な整理
・契約監視
委員会（法
人内部組
織）による
契約内容の
監視等の徹
底

・現在は入札の実施
や随意契約理由の明
確化などといった規程
に基づく委託先の選
定方法を徹底してい
る。
・業務内容の精査や
委託業者の再選定を
含む必要な見直しを
令和３年度内に実施
する。

・令和２年
度内に契
約・会計事
務に係るガ
イドラインの
策定
･令和３年
度における
契約監視委
員会による
監視等の徹
底を図るた
めの体制を
構築

７３ 結び

今回の告発では不正の事例が多岐
に渡るため記しきれなかった事例も
多数残っており、万が一、両団体が
横領組織を庇い同センター内の不
正を是正できないようであれば、追
加での告発を実施するものとする。

告発者の主張のため
年度区分なし

各種規程の適切な整備
等がなされているとはい
えず、またそれらの運用
において適正性や妥当
性に欠けるような事案も
ある。

設立団体
等による適
切な監督
の有無

―

・契約内容等の
差異によるもの
・調達において
配慮すべき特殊
事情等によるも
の
・安易な契約、
安易な業者選定
によるもの

上記（個々の
項目におけ
る判断等とし
て示した内
容）のとおり

上記（個々
の項目にお
いて示した
内容）のとお
り

上記（個々の項目に
おける判断等として示
した内容）のとおり

上記（個々の
項目におい
て示した内
容）のとおり

上記（個々の項目に
おいて示した内容）の
とおり是正や妥当性
の確保に向けた取組
を求めるなかで、他の
事象についての検証
も求める。

上記（個々
の項目にお
いて示した
内容）の予
防措置を求
める。

上記（個々の項目にお
いて示した内容）のと
おり

上記（個々
の項目にお
いて示した
内容）のと
おり
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